
 

議案第２４号 

 

平成２９年度愛西市一般会計補正予算（第６号） 

 

平成２９年度愛西市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１４，７９９千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，５５５，１０２千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費）  

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正）  

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  

平成３０年２月２６日提出 

 

    愛西市長 日 永 貴 章      
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第２表 繰越明許費 

 

                                                       ［ 単位：千円 ］ 

款 項 事 業 名 金 額 

４ 衛生費 ２ 清掃費 最終処分場適合化事業 86,921 

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 道路新設改良事業 11,949 

 

 

第３表 地方債補正 

 

 

変 更                                                        ［ 単位：千円 ］ 

起債の目的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

親 水 公 園 

東 ゾ ー ン 

整 備 事 業 

128,200 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0 ％

以内 

（ただし利

率 見 直 し

方 式 で借

り 入 れ る

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資 金 につ

い て 、 利

率 の見 直

し を 行 っ

た 後 に お

い て は 、

当該利率

見 直 し 後

の利率） 

借入先の融

通条件によ

る 。 た だ し

市財政の都

合 に よ り 据

置 期 間 及

び 償 還 期

限 を 短 縮

し 、 又 は 繰

上償還もし

くは低利に

借換えする

こ と が で き

る。 

93,800 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0 ％

以内 

（ただし利

率 見 直 し

方 式 で借

り 入 れ る

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資 金 につ

い て 、 利

率 の見 直

し を 行 っ

た 後 に お

い て は 、

当該利率

見 直 し 後

の利率） 

借入先の融

通条件によ

る 。 た だ し

市財政の都

合 に よ り 据

置 期 間 及

び 償 還 期

限 を 短 縮

し 、 又 は 繰

上償還もし

くは低利に

借換えする

こ と が で き

る。 

 


